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臣
秀
頼
発
給
文
書
の
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（
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）
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鶴

は
じ
め
に

　

本
研
究
の
目
的
は
、
日
本
近
世
政
治
史
上
の
重
要
な
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る

慶
長
・
元
和
期
の
諸
事
象
の
実
証
的
研
究
を
す
す
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
際
、
従
来
の
「
徳
川
将
軍
権
力
の
創
出
」
と
い
っ
た
視
点
で
描
か
れ
て

き
た
徳
川
氏
を
中
心
と
す
る
政
治
史
に
対
し
て
、
徳
川
政
権
の
前
提
を
担

う
豊
臣
政
権
が
担
っ
て
い
た
公
儀
が
ど
の
よ
う
に
徳
川
政
権
へ
と
吸
収
さ

れ
、
変
質
さ
れ
つ
つ
も
、
先
行
す
る
豊
臣
公
儀
権
力
が
徳
川
政
権
の
枠
組

み
を
規
定
し
た
の
か
と
い
う
視
点
を
保
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
研
究
で
は
と
く
に
豊
臣
秀
頼
を
中
心
と
し
た
勢
力
の
動
向
を

実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
研
究
課
題
と
す
る
。
具
体
的
作
業
と
し

て
は
、
豊
臣
秀
頼
発
給
文
書
を
悉
皆
的
に
収
集
し
、
分
析
す
る
。

豊
臣
秀
頼
は
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
八
月
三
日
に
大
坂
城
に

生
ま
れ
た
。
父
は
豊
臣
秀
吉
、
母
は
浅
井
茶
々
で
あ
る
。
慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）
八
月
十
八
日
に
父
秀
吉
が
伏
見
城
に
没
し
た
た
め
、
翌
四

年
正
月
十
日
に
伏
見
城
か
ら
大
坂
城
に
移
っ
た
。
そ
の
の
ち
は
、
同
二
十

年
五
月
七
日
に
大
坂
夏
の
陣
で
死
去
す
る
ま
で
、
同
城
で
過
ご
し
た

（
１
）

。

　

秀
吉
死
後
の
秀
頼
の
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
は
、
朝
尾
直
弘
氏
が
「
新

し
い
権
威
の
頂
点
が
秀
頼
に
あ
る
」
と
位
置
づ
け
て
以
来

（
２
）

、
公
儀
の
形
成

過
程
を
論
じ
る
な
か
で
言
及
さ
れ
て
き
た
。
と
く
に
笠
谷
和
比
古
氏
は
慶

長
期
の
国
制
を
「
二
重
公
儀
体
制
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
、

当
該
期
の
政
治
構
造
が
徳
川
氏
の
「
将
軍
型
公
儀
」
と
豊
臣
氏
の
「
関
白

型
公
儀
」
と
い
う
「
二
つ
の
公
儀
が
併
立
」
し
て
い
た
と
い
う
見
解
を
示

さ
れ
た

（
３
）

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
藤
井
讓
治
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
公
儀
の
中

核
に
位
置
し
て
い
た
の
は
天
下
人
で
あ
り
、
将
軍
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る

（
４
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
将
軍
型
・
関
白
型
と
い
う
概
念

化
は
、
慶
長
期
の
潜
在
的
な
政
治
的
権
威
の
有
り
方
を
説
明
す
る
た
め
の

作
業
仮
説
と
し
て
は
魅
力
的
だ
が
、
当
該
期
の
政
治
権
力
の
実
相
か
ら
導

き
出
さ
れ
た
も
の
と
は
認
め
が
た
い
。

　

こ
れ
に
関
し
て
、
豊
臣
秀
頼
発
給
文
書
を
分
析
し
た
森
田
恭
二
氏
は
、

笠
谷
氏
の
提
唱
す
る
「
二
重
公
儀
体
制
」
は
権
威
と
し
て
は
存
在
す
る
が
、

「
そ
れ
（
秀
頼
の
発
給
文
書―

筆
者
補
）
が
公
儀
の
裁
許
権
と
し
て
機
能

し
た
事
蹟
は
皆
無
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
指
摘
し
、
権
威
的
な
側
面

で
の
「
二
重
公
儀
体
制
」
の
存
在
を
容
認
し
つ
つ
も
、
関
白
型
公
儀
は
実

態
が
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

（
５
）

。
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た
だ
し
、
近
年
の
曽
根
勇
二
氏
や
白
峰
旬
氏
の
研
究

（
６
）

に
よ
れ
ば
、
公
儀

運
営
に
お
け
る
片
桐
且
元
ら
秀
頼
衆
の
役
割
が
具
体
的
に
明
ら
か
と
な
り

つ
つ
あ
る
。
秀
頼
の
権
威
が
関
白
型
公
儀
か
ど
う
か
を
俎
上
に
載
せ
る
か

ど
う
か
は
と
も
か
く
、
天
下
人
を
中
核
と
し
な
が
ら
も
秀
頼
衆
の
存
在

（
７
）

を

位
置
づ
け
た
公
儀
論
を
組
み
立
て
る
と
こ
ろ
に
は
、
ま
だ
大
き
な
課
題
が

残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
秀
頼
発
給
文
書
に
つ
い
て
も
、
森
田
氏
が
調
査
し
た
点
数
は

八
二
通
で
あ
る
が
、
三
鬼
清
一
郎
氏
の
研
究

（
８
）

に
よ
れ
ば
一
一
二
通
の
秀
頼

発
給
文
書
が
確
認
さ
れ
て
お
り
（
『
豊
臣
秀
吉
文
書
目
録
』
で
九
九
通
、

『
同
』
補
遺
１
で
一
三
通
、
以
下
『
三
鬼
目
録
』
と
総
称
）、
筆
者
の
追
加

調
査
で
は
さ
ら
に
三
鬼
氏
の
研
究
に
漏
れ
た
文
書
五
六
通
（
う
ち
四
九
通

は
原
文
書
）
の
所
在
を
確
認
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
段
階
で
の
秀

頼
発
給
文
書
の
総
計
は
一
六
八
通
で
あ
り
、
今
後
、
若
干
の
増
減
は
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
森
田
氏
は
ほ
ぼ
半
数
の
秀
頼
発
給
文
書
に
よ
り
な
が
ら

結
論
を
導
き
だ
し
た
と
こ
ろ
に
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
秀
頼
発
給
文
書
の
悉
皆
的
調
査
が
な
さ
れ
れ
ば
、
森
田
氏
が
指
摘
す

る
秀
頼
発
給
文
書
の
「
残
存
文
書
の
少
な
さ
」
と
い
う
評
価
も
異
な
る
様

相
を
示
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

加
え
て
森
田
氏
の
研
究
は
、「
戦
国
期
に
お
け
る
印
章
・
印
判
状
に
関

す
る
総
合
的
研
究
」（
課
題
番
号
１
２
４
１
０
０
８
１
、
二
〇
〇
〇
年
度

〜
二
〇
〇
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
、
代
表
有
光
友
學
）
の
研
究
成
果

（
９
） 

の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
研
究
の
主
眼
も
印
章
・
印
判
状
の
研
究
に
置

か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
古
文
書
学
的
な
観
点
か
ら
の
総
合
的
な
位
置

づ
け
に
つ
い
て
も
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ

る
。以

上
か
ら
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
未
見
の
豊
臣
秀
頼
発
給
文
書
を
優
先

的
に
紹
介
し
、
古
文
書
学
的
な
分
析
を
基
本
と
し
つ
つ
、
秀
頼
発
給
文
書

の
保
管
や
文
書
認
識
の
有
り
方
な
ど
に
つ
い
て
の
史
料
学
な
分
析
を
加

え
、
慶
長
期
に
お
け
る
豊
臣
秀
頼
の
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
の
見
直
し
を

図
っ
て
い
く
。

Ⅰ　

豊
臣
秀
頼
発
給
内
書
の
古
文
書
学
的
特
徴

ま
ず
、
豊
臣
秀
頼
の
発
給
文
書
の
大
半
を
占
め
る
贈
答
儀
礼
に
お
け
る

返
礼
状
を
取
り
上
げ
る
。
本
紙
の
料
紙
は
大
高
檀
紙
を
用
い
、
文
書
形
式

は
折
紙
、
文
書
の
折
り
方
は
八
折
（
折
紙
を
２
↓
２
↓
２
と
折
る
方
法
）

で
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
料
紙
に
関
し
て
は
左
右
・
上
下
の
大
き
さ

が
一
㎝
程
度
異
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
採
寸
者
に
よ
っ
て
誤
差
が
出
る

こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
筆
者
が
採
寸
し
た
際
に
は
、
横
寸
法
は
中
央
、

縦
寸
法
は
右
側
を
採
録
す
る
こ
と
で
統
一
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
便
宜
上
、
他
の
採
寸
者
に
よ
る
寸
法
を
掲
示
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

旨
を
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
蜂
須
賀
家
や
伊
達
家
の
内
書
を
分
析
し
た
高

橋
修
氏
が
、「
料
紙
の
面
で
の
使
い
分
け
は
御
内
書
で
は
な
さ
れ
て
い
な
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か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る

）
10
（

が
、
筆
者
の
採
寸
経
験
か
ら
も
同
様
の
感
触

を
得
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
料
紙
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
参
考
程
度
の
史

料
情
報
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

包
紙
に
関
し
て
は
、
発
給
時
に
は
作
成
者
に
よ
っ
て
奉
書
紙
に
よ
る
包

紙
（
懸
紙
）
が
付
け
ら
れ
、
包
紙
上
書
に
は
本
紙
と
同
じ
宛
所
の
名
書
き

が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
現
状
は
、
後
年
に
付
け
替
え
ら
れ
た
包
紙
や

他
の
文
書
の
包
紙
と
入
れ
違
い
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
な
ど
が
あ

り
、
発
給
時
と
異
な
る
状
態
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
包
紙
に
つ
い
て
は
検
討
か
ら
除
外
し
、
本
紙
の
み
を
分
析
の
対
象

と
し
て
い
く
。

　

秀
賴
の
印
文
を
も
つ
黒
印
は
、
日
付
の
「
日
」
に
か
か
る
よ
う
に
押
さ

れ
て
い
る
。
書
止
文
言
は
「
謹
言
」
を
用
い
た
も
の
が
多
い
が
、
一
部
に

「
恐
々
謹
言
」
を
用
い
た
文
書
が
あ
り
、
仮
名
消
息
の
場
合
は
「
か
し
く
」

を
用
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
薄
礼
と
さ
れ
る
「
也
」
止
め
の
文
書
は
、
今

の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
時
期
の
徳
川
家
康
や
徳
川
秀
忠
が

発
給
し
た
文
書
が
「
也
」
止
め
の
内
書
の
形
式
を
整
え
て
い
る
こ
と
に
比

較
す
れ
ば
、
書
止
文
言
の
点
で
は
秀
頼
は
大
名
に
対
し
て
丁
寧
な
内
書
を

発
給
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

「
謹
言
」
に
は
い
く
つ
か
の
書
体
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
書
札
礼
に
お

け
る
厚
礼
・
薄
礼
と
の
相
関
関
係
は
み
ら
れ
ず
、
右
筆
の
書
癖
や
嗜
好
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
秀
頼
の
書
札
礼
の
特

徴
は
宛
所
の
高
さ
と
「
殿
」
の
書
体
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、
宛
所

の
高
さ
は
ａ
〜
ｇ
（
図
１
）、

「
殿
」
の
書
体
は
殿
Ⅰ
〜
Ⅳ

（
図
２
）
と
し
て
区
別
し
た
。

出
所
ご
と
に
作
成
し
た
表
に

は
、
発
給
日
、
秀
頼
の
判
の

種
類
、
目
的
、
進
物
の
内
容
、

本
文
の
行
数
、
悦
び
文
言
、

添
状
発
給
を
担
当
す
る
奉

者
、
書
止
文
言
、
宛
名
、
殿

の
書
体
、
宛
所
の
高
さ
、
料

紙
の
寸
法
（
横
・
縦
）、
請
求
番
号
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
掲
示
す
る
。

　

な
お
、
通
常
、
内
書
と
称
さ
れ
る
文
書
は
「
也
」
止
め
で
あ
る
こ
と
が

多
い
。
そ
の
点
で
は
、
秀
頼
発
給
文
書
が
「
謹
言
」
な
ど
の
書
止
文
言
を

も
つ
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
内
書
で
は
な
く
書
状
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
、

と
い
う
見
解
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
各
大
名
家
で
は
右
の
よ
う
な
特
徴
を

も
つ
秀
頼
発
給
文
書
を
「
御
内
書
」「
内
書
」
と
し
て
保
管
し
て
い
た
点

を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
将
軍
や
天
下
人
が
発
給
し
た
文
書
に

も
「
謹
言
」「
恐
々
謹
言
」
を
用
い
た
内
書
は
存
在
す
る
。「
謹
言
」
と
い

う
書
止
文
言
を
も
つ
書
状
形
式
の
文
書
で
あ
っ
て
も
、
発
給
者
の
社
会
的

地
位
の
高
さ
よ
り
、
受
給
者
は
そ
れ
を
内
書
と
し
て
大
切
に
保
管
し
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
豊
臣
秀
頼
が
発
給
し
た
贈
答
儀
礼
に

関
す
る
書
状
形
式
の
文
書
を
内
書
と
名
称
付
与
し
、
書
判
（
花
押
）・
朱

十
二
月
十
五
日

a
b
c
d
e
f
g

図
１　

宛
所
の
高
さ
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印
・
黒
印
の
区
別
を
記
す
こ
と
に
し
た
い

）
11
（

。

１
．
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
蜂
須
賀
家
文
書

〔
史
料
釈
文
〕（
①
〜
⑰
は
、
所
蔵
機
関
で
付
与
さ
れ
た
整
理
枝
番
号
を
○

囲
み
で
示
し
た
）

①
五
月
十
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

一
）

　
　

為
見
廻
使
者
幷

　
　

鮎
之
酢
五
桶
到
来

　
　

令
祝
着
候
猶
片
桐

　
　

市
正
可
申
候
謹
言

（
慶
長
十
七
）

　
　
　

五
月
十
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
と
の
へ

②
九
月
六
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

二
）

　
　

為
重
陽
祝
儀

　
　

呉
服
三
到
来

　
　

嘉
例
之
儀
令

　
　

祝
着
候
猶
片
桐

　
　

市
正
可
申
候
謹
言

図
２　

殿
の
種
類
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九
月
六
日
（
黒
印
）

　
　
　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

③
九
月
六
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

三
）

　
　

為
重
陽
之
祝
儀

　
　

呉
服
三
到
来

　
　

遠
路
令
祝
着
候

　
　

猶
片
桐
主
膳
正

　
　

可
申
候
謹
言

　
　
　

九
月
六
日
（
黒
印
）

　
　

 　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

④
九
月
六
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

四
）　
　

　
　

為
重
陽
祝
儀

　
　

呉
服
三
到
来

　
　

遠
路
懇
意
之

　
　

至
令
祝
着
候
尚

　
　

片
桐
市
正
可
申
候

　
　

謹
言

　
　
　

九
月
六
日
（
黒
印
）

　
　
　
　

 

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

⑤
九
月
十
一
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

五
）

　
　

其
国
初
鷂
二
居

　
　

珎
敷
別
而
自
愛

　
　

此
事
候
幷
塩
鮎

　
　

千
到
来
令
祝
着
候

　
　

猶
片
桐
市
正
可

　
　

申
候
謹
言

　
　
　

九
月
十
一
日
（
黒
印
）

　

    　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

　
⑥
九
月
十
八
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

六
）

　
　

鷂
二
居
到
来
当
年

　
　

初
候
条
別
而
自
愛

　
　

此
事
候
猶
片
桐
市
正

　
　

可
申
候
謹
言

　
　
　

九
月
十
八
日
（
黒
印
）

　
　
　
　

 

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

⑦
九
月
二
十
五
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

七
）

　
　

其
国
之
初
鷹

　
　

二
居
内
十
三
尾

か
く
た
い
し
ろ

　
　

到
来
珍
敷
自
愛
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此
事
候
猶
片
桐

　
　

主
膳
正
可
申
候

　
　

謹
言

　
　

（
慶
長
十
四
カ
）

　
　
　

九
月
廿
五
日
（
黒
印
）

　
　
　
　

 

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

⑧
九
月
四
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

八
）

　
　

鷂
二
居
到
来

　
　

遥
々
懇
志
令

　
　

祝
着
候
別
而
可

　
　

自
愛
候
猶
片
桐

　
　

市
正
可
申
候
謹
言

　
　
　

九
月
四
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

　
⑨
五
月
二
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

九
）

　
　

為
端
午
祝
儀　

　
　

帷
子
三
到
来
令

　
　

祝
着
候
猶
片
桐

　
　

市
正
可
申
候
謹
言

　
　
　

五
月
二
日
（
黒
印
）

　
　
　
　

 

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

⑩
五
月
三
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

一
〇
）

　
　

為
端
午
祝
儀

　
　

帷
子
三
内
単
物

　
　

如
嘉
例
到
来
令

　
　

祝
着
候
猶
片
桐

　
　

市
正
可
申
候
謹
言

　
　
　

五
月
三
日
（
黒
印
）

　
　
　

   

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

⑪
四
月
二
十
八
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

一
一
）

　
　

為
端
午
祝
儀

　
　

帷
子
三
到
来

　
　

令
祝
着
候
猶
片
桐

　
　

市
正
可
申
候
謹
言

　
　
　

卯
月
廿
八
日
（
黒
印
）

　
　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

⑫
四
月
二
十
五
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

一
二
）

　
　

為
端
午
祝
儀

　
　

帷
子
一
単
物
二
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到
来
令
祝
着
候

　
　

猶
片
桐
市
正

　
　

可
申
候
謹
言

　
　
　

四
月
廿
五
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

⑬
十
二
月
十
九
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

一
三
）

　
　

為
歳
暮
之

　
　

祝
儀
呉
服
三

　
　

到
来
祝
着
候

　
　

猶
片
桐
市
正
可

　
　

申
候
謹
言

　
　

極
月
十
九
日
（
黒
印
）

　
　
　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

⑭
十
二
月
十
一
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

一
四
）

　
　

為
歳
暮
祝
儀

　
　

呉
服
三
到
来

　
　

令
祝
着
候
猶
片
桐

　
　

市
正
可
申
候
謹
言

　
　
　

極
月
十
一
日
（
黒
印
）

　
　
　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

⑮
十
二
月
二
十
六
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

一
五
）

　
　

為
歳
暮
祝
儀

　
　

呉
服
三
到
来

　
　

令
祝
着
候
猶
片
桐

　
　

市
正
可
申
候
謹
言

　
　
　

十
二
月
廿
六
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

⑯
二
月
一
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

一
六
）

　
　

其
国
当
年
初
而

　
　

渡
候
鶴
鉄
炮
ニ
而

　
　

打
之
到
来
一
入

　
　

令
祝
着
候
猶
片
桐

　
　

市
正
可
申
候
謹
言

　
　
　

二
月
朔
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

⑰
三
月
十
四
日
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書
（
請
求
番
号
八
九
三―

一
七
）

　
　

為
改
年
之
祝
儀

　
　

如
嘉
例
太
刀
一
腰

　
　

馬
代
黄
金
十
両
幷

　
　

蝋
燭
五
百
挺
到
来
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令
祝
着
候
猶
片
桐

　
　

市
正
可
申
候
謹
言

　
　
　

三
月
十
四
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

蜂
須
賀
阿
波
守
殿

〔
解
説
〕

文
書
群
の
請
求
番
号
は
27
Ａ
。
文
書
番
号
は
八
九
三
で
、
一
七
通
が
伝

来
す
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
の
文
書
群
に
お
け
る
伝
来
点
数
と
し
て
は
最
多

で
あ
る
。
国
立
史
料
館
（
当
時
）
で
作
成
さ
れ
た
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目

録
』
第
４
集
（
一
九
五
五
年
）
で
は
、「
公
儀
状　

○
御
内
書
」
に
分
類

さ
れ
て
い
る
が
、「
家
光
公
御
内
書
」
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
目
録
上
で
は
徳
川
家
光
の
内
書
と
し
て
分
類
さ
れ
、
豊
臣
秀
頼
発

給
文
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ま
で
そ
の
存
在
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
12
（

。『
三

鬼
目
録
』
に
も
、
こ
の
一
七
通
は
未
収
録
で
あ
る
。

　

文
書
一
七
通
を
包
ん
だ
紙
の
上
書
に
は
、「
大
坂
よ
り
之
御
内
書
／
三

株
合
拾
七
通
」
と
あ
る
。
蜂
須
賀
家
で
整
理
を
し
た
際
に
、「
大
坂
」
つ

ま
り
豊
臣
秀
頼
か
ら
受
給
し
た
内
書
は
三
株
に
分
け
ら
れ
、
合
計
で
一
七

通
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
三
株
の
分
け
方
に
つ
い
て
は
現
状
か
ら
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
史
料
を
括
っ
た
と
み
ら
れ
る

紙
縒
り
の
付
札
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、「
御
鷹
献
上
四
通
」（
⑤
〜
⑧
）、「
端

午
御
献
上
四
通
」（
⑨
〜
⑫
）、「
歳
暮
三
通
」（
⑬
〜
⑮
）、「
鉄
炮
の
鶴
二
通
」

（
⑯
・
⑰
）
と
な
っ
て
お
り
、
四
株
以
上
に
分
け
て
管
理
さ
れ
て
い
た
形

跡
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
紙
縒
り
に
よ
る
括
り
が
、
い
つ
の
段
階
で

な
さ
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

蜂
須
賀
家
で
は
「
御
内
書
写
」（
請
求
番
号
14
）
と
い
う
表
題
を
も
つ

写
本
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
家
康
・
秀
忠
・
家
光
の
内
書
の
写
し
に
交
じ
っ

て
、「
以
下
九
通
此
通
之
御
印
ニ
而
御
座
候
」
と
書
い
て
秀
頼
の
黒
印
を

模
写
し
た
付
箋
を
貼
り
、
秀
頼
の
内
書
九
通
（
①
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑯
⑰
）

を
写
し
と
め
て
い
る
。
こ
の
写
本
の
作
成
者
は
、
こ
の
九
通
の
発
給
者
が

豊
臣
秀
頼
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も

文
書
様
式
や
内
容
な
ど
か
ら
「
御
内
書
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
点
は
重

要
だ
ろ
う
。

　

一
七
通
の
宛
所
は
い
ず
れ
も
蜂
須
賀
阿
波
守
で
あ
る
。
諱
を
至
鎮
と
い

い
、
蜂
須
賀
家
政
の
長
男
と
し
て
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
生
ま
れ

た
。
八
歳
よ
り
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、
は
じ
め
長
門
守
を
称
し
、
慶
長
五

年
（
一
六
〇
〇
）
に
父
家
政
の
隠
居
に
よ
り
家
督
を
継
い
だ
。
慶
長
九
年

に
従
四
位
下
阿
波
守
に
叙
任
し
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
二
月
二
十
六

日
に
徳
島
に
没
し
た
（
享
年
三
十
五
）。
慶
長
五
年
に
は
、
家
康
の
養
女

氏う
じ

（
実
は
小
笠
原
秀
政
の
娘
）
を
妻
と
し
て
迎
え
て
い
る
。
以
上
か
ら
、

一
七
通
は
至
鎮
が
阿
波
守
に
任
じ
ら
れ
た
慶
長
九
年
か
ら
大
坂
冬
の
陣
が

生
じ
る
同
十
九
年
ま
で
の
発
給
文
書
と
み
ら
れ
る
。

　

内
容
は
、
改
年
一
通
、
端
午
四
通
、
重
陽
三
通
、
歳
暮
三
通
、
初
鷹

（
鷂
）・
初
鶴
献
上
五
通
、
見
廻
の
酢
鮎
献
上
一
通
の
計
一
七
通
で
あ
る
。
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い
ず
れ
も
無
年
号
文
書
で
、
奉
者
は
片
桐
市
正
且
元
が
一
五
通
、
片
桐
主

膳
正
貞
隆
が
二
通
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
蜂
須
賀
家
文
書
に
は
、
歴
代
藩
主
の
発
給
書
状
の
草
案
を

写
し
た
記
録
が
伝
来
し
て
い
る

）
13
（

。

　
　

第
一
冊
（
慶
長
十
四
年
六
月
二
十
五
日
〜
九
月
二
十
日
）

　
　

第
二
冊
（
慶
長
十
四
年
九
月
二
十
四
日
〜
十
月
二
十
三
日
）

　
　

第
三
冊
（
慶
長
十
五
年
八
月
二
日
〜
十
月
十
七
日
）　
　
　

　
　

第
四
冊
（
慶
長
十
五
年
十
月
十
五
日
〜
慶
長
十
六
年
二
月
九
日
）　

　
　

第
五
冊
（
慶
長
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
〜
慶
長
十
八
年
二
月
一
日
）

　
　

第
六
冊
（
慶
長
十
七
年
三
月
五
日
〜
六
月
九
日
）

　
　

第
七
冊
（
慶
長
十
八
年
十
月
八
日
〜
十
二
月
九
日
）

　

一
部
に
欠
け
た
年
次
が
あ
る
の
は
残
念
だ
が
、
こ
の
「
草
案
」
と
照
ら

し
合
わ
せ
る
こ
と
で
判
明
し
た
点
に
つ
い
て
以
下
に
述
べ
る
。

　

ま
ず
、「
草
案
」
の
記
事
か
ら
、
①
の
年
次
比
定
が
可
能
と
な
る
。
秀

頼
は
慶
長
十
七
年
二
月
末
頃
か
ら
「
御
咳
気
」
が
強
く
な
っ
た
（
『
本
光

国
師
日
記
』
）。「
草
案
」
で
も
、
慶
長
十
七
年
三
月
五
付
で
蜂
須
賀
至
鎮

は
片
桐
且
元
・
同
貞
隆
以
下
に
書
状
を
送
り
、
秀
頼
の
「
御
咳
気
」
の
様

子
を
尋
ね
て
い
る
。
病
気
は
五
月
上
旬
ま
で
に
は
快
復
し
た
ら
し
く
、
五

月
四
日
付
で
至
鎮
は
且
元
に
次
の
書
状
を
送
っ
て
い
る
。

尚
々
貴
様
へ
も
鮨
桶
二
進
入
候
、
御
前
始
珍
布
御
沙
汰
候
ハ
ヽ
可

被
仰
聞
候
、
以
上
、

態
致
啓
上
候
、　

秀
頼
様
御
煩
早
々
被
成
御
本
復
誠
以
目
出
度
奉
存

候
、
貴
様
迄
以
使
札
得
御
意
候
、
弥
御
機
嫌
宜
御
坐
候
哉
、
乍
恐
承
度

存
候
、
随
而
鮎
之
鮨
桶
五
致
進
上
候
、
可
然
様
御
披
露
頼
存
候
、
猶
期

後
音
之
時
候
、
恐
惶
、

　
　

五
月
四
日　
　
　

御
使
十
左
衛
門

　
　
　
　

片　

市　

様

書
状
本
文
で
は
、
秀
頼
の
煩
い
が
早
々
に
本
復
し
た
こ
と
を
喜
び
、
使

者
お
よ
び
「
鮎
之
鮨
桶
五
」
を
進
上
す
る
の
で
、
秀
頼
へ
の
披
露
を
依
頼

し
て
い
る
。
こ
れ
へ
の
返
礼
状
を
五
月
十
日
付
で
発
給
し
た
と
す
れ
ば
内

容
的
に
符
合
す
る
か
ら
、
①
は
慶
長
十
七
年
の
発
給
と
比
定
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。

①
の
古
文
書
学
的
特
徴
で
あ
る
が
、
書
札
礼
は
宛
所
が
「
と
の
へ
」（
殿

Ⅳ
）
と
い
う
薄
礼
で
あ
り
、
高
さ
も
ｅ
と
低
く
、
一
七
通
で
も
っ
と
も
薄

礼
の
書
札
礼
を
用
い
て
い
る
。
①
が
慶
長
十
七
年
五
月
の
発
給
と
確
定
す

れ
ば
、
殿
Ⅰ
や
殿
Ⅲ
を
用
い
た
②
か
ら
⑰
の
文
書
は
、
そ
の
数
か
ら
慶
長

十
七
年
五
月
以
前
の
も
の
と
比
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

）
14
（

、
秀
頼
の
蜂
須
賀

至
鎮
に
対
す
る
書
札
礼
は
厚
礼
か
ら
薄
礼
へ
と
変
化
し
た
と
い
う
経
緯
を

読
み
取
れ
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、「
草
案
」
慶
長
十
四
年
の
九
月
十
五
日
付
で
片
桐
且
元
に
宛
て

た
書
状
に
は
、
初
鷹
二
居
の
進
上
が
記
さ
れ
て
い
る
。

初
鷹
袍
今
到
来
候
間
二
居
進
上
仕
候
、
可
然
様
ニ
御
披
露
奉
仰
候
、
貴

様
へ
も
令
進
入
度
候
へ
と
も
、
未
致
出
来
候
条
、
頓
而
跡
よ
り
可
進
候
、

恐
惶
、
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九
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　

片
市
正
様

要
点
は
、
初
鷹
二
居
を
進
上
す
る
の
で
、
秀
頼
に
し
か
る
べ
き
披
露
を

依
頼
す
る
旨
、
お
よ
び
且
元
に
は
鷹
が
出
来
次
第
に
後
送
す
る
旨
で
あ

る
。
鷹
進
上
に
対
応
す
る
内
書
は
⑤
か
ら
⑧
で
あ
る
が
、
該
当
す
る
可
能

性
は
⑦
が
も
っ
と
も
高
い
だ
ろ
う
。
⑤
、
⑥
、
⑧
も
い
ず
れ
も
鷂
二
居

を
送
っ
て
い
る
が
、「
初
鷹
」
と
あ
る
の
は
⑦
の
み
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、

⑤
と
⑧
は
至
鎮
の
書
状
発
給
日
で
あ
る
九
月
十
五
日
以
前
で
あ
る
た
め
該

当
し
な
い
し
、
⑥
も
十
五
日
と
十
八
日
で
は
近
接
し
て
い
る
た
め
該
当
し

に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

⑦
の
奉
者
は
片
桐
主
膳
正
（
貞
隆
）
で
あ
る
が
、「
草
案
」
慶
長
十
四

年
十
月
三
日
付
で
且
元
と
貞
隆
に
送
っ
た
書
状
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

猶
以
先
度
鷂
致
進
上
候
刻
、
以
御
取
成
御
黒
印
頂
戴
忝
奉
存
候
、

以
上
、

雖
遅
候
鷂
二
居
致
進
覧
候
、
当
年
者
此
辺
ニ
も
稀
ニ
御
坐
候
故
、
勝
不

申
候
へ
と
も
先
進
入
仕
候
、
委
曲
此
者
可
得
御
意
候
、
恐
惶
、

　
　
　

十
月
三
日

　
　
　
　
　

片
市
様

　
　
　
　
　

片
主
様　
　

へ
ハ
鷂
一
居

　

右
の
宛
所
は
「
片
市
様
」
と
「
片
主
様
」
と
二
人
が
書
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
連
名
で
一
つ
の
文
書
が
発
給
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
同
文
の

書
状
を
二
人
に
別
個
に
送
っ
た
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

且
元
に
は
文
面
通
り
に
鷂
二
居
を
送
り
、
貞
隆
に
は
鷂
一
居
を
送
っ
た
た

め
、
数
の
異
同
を
貞
隆
（
「
片
主
様
」
）
の
宛
名
の
下
に
注
記
し
た
と
こ

ろ
か
ら
わ
か
る
。
猶
々
書
を
み
る
と
、
先
度
鷂
を
進
上
し
た
折
に
は
、
両

者
の
取
り
成
し
で
秀
頼
の
「
御
黒
印
」
を
得
ら
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
が
記

さ
れ
て
い
る
の
で
、
⑦
の
奉
者
が
片
桐
主
膳
正
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も

齟
齬
し
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
同
年
十
月
三
日
の
同
日
付
で
大
野
治
長
・
木
村
重

成
・
津
田
左
近
・
杉
原
掃
部
ら
の
大
坂
方
の
各
々
に
鷂
一
居
を
送
っ
た
至

鎮
の
書
状
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

良
久
不
得
御
意
御
床
敷
令
存
候
、
随
而
当
国
に
て
出
来
仕
候
鷂
一
居

令
進
入
候
、
御
自
愛
可
為
本
望
候
、
恐
惶
、

　

こ
の
文
面
に
は
、
片
桐
兄
弟
（
且
元
・
貞
隆
）
宛
の
書
状
に
み
ら
れ
た

「
御
黒
印
」
頂
戴
へ
の
謝
辞
は
み
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
蜂
須
賀
家
か
ら

秀
頼
へ
の
贈
答
儀
礼
に
は
、
片
桐
兄
弟
の
み
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

以
上
か
ら
、
蜂
須
賀
至
鎮
は
秀
頼
へ
の
贈
答
の
披
露
を
す
る
奏
者
を
片

桐
且
元
に
頼
ん
だ
が
、
秀
頼
の
意
思
を
奉
っ
て
黒
印
内
書
の
添
え
状
を
発

給
す
る
奉
者
は
片
桐
貞
隆
が
担
当
し
た
た
め
、
至
鎮
は
両
者
に
「
御
黒
印
」

が
無
事
に
頂
戴
で
き
た
こ
と
の
礼
を
書
状
で
述
べ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

　

⑦
の
書
札
礼
は
、
殿
Ⅰ
、
高
さ
ｄ
の
タ
イ
プ
で
、
①
よ
り
厚
礼
で
あ
る
。

こ
れ
が
慶
長
十
四
年
九
月
の
発
給
と
比
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
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薄
礼
化
が
進
む
⑧
と
⑫
は
慶
長
十
五
年
、
同
十
六
年
の
い
ず
れ
か
の
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、「
草
案
」
で
は
次
の
よ
う
な
秀
頼
へ
の
進
物
が
確
認
で
き
る
。

猶
以
貴
様
へ
も
鯉
二
令
進
献
候
、
御
賞
翫
可
忝
候
、
其
元
珍
布

御
沙
汰
候
ハ
ヽ
、
可
被
仰
聞
候
、
已
上
、

新
春
之
御
慶
賀
、
尤
不
可
有
尽
期
候
、
随
而
鯉
三
進
上
仕
候
、
可
然
候

ハ
ヽ
、
御
披
露
奉
頼
存
候
、
何
様
罷
登
御
慶
可
申
上
候
条
、
其
節
期
面

上
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　

正
月
五
日

　
　
　
　
　

片
桐
市
正
殿

こ
れ
は
慶
長
十
五
年
の
「
草
案
」
で
あ
り
、
新
春
の
慶
賀
と
し
て
鯉
三

を
秀
頼
に
進
上
す
る
の
で
、
そ
の
披
露
を
且
元
に
依
頼
す
る
内
容
で
あ

る
。
改
年
の
慶
賀
に
つ
い
て
は
⑰
が
あ
る
が
、
進
物
の
内
容
が
一
致
し
な

い
。
ま
た
⑰
は
太
刀
一
腰
・
馬
代
黄
金
十
両
、
蝋
燭
五
百
挺
と
高
額
で
あ

る
の
に
対
し
、
慶
長
十
五
年
の
場
合
は
鯉
三
で
あ
り
、
明
ら
か
に
軽
い
進

物
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
右
の
本
文
に
あ
る
よ
う
に
、
至
鎮
は
い
ず
れ

大
坂
城
に
登
城
し
て
秀
頼
に
直
接
慶
賀
を
述
べ
、
そ
の
際
に
相
応
の
進
物

を
送
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
逆
に
⑰
の
場
合
は
、
本

来
は
大
坂
城
に
登
城
し
て
慶
賀
を
述
べ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
子
細
が
あ
っ
て

大
坂
に
上
る
こ
と
が
で
き
ず
、
進
物
の
献
上
が
三
月
に
ず
れ
込
み
、
結
果

と
し
て
使
者
に
て
進
上
し
た
た
め
、
秀
頼
黒
印
内
書
が
発
給
さ
れ
た
と
考

え
て
お
き
た
い
。
要
す
る
に
、
蜂
須
賀
家
で
は
大
坂
城
の
秀
頼
の
も
と
に

出
向
い
て
年
頭
の
礼
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
み
れ
ば
、
年
頭
儀
礼
に
黒
印
内
書
が

発
給
さ
れ
る
の
は
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
こ
と
だ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
い
え
ば
、「
草
案
」
に
あ
る
鯉
三
の
進
物
に
対
す
る
秀
頼
黒
印

内
書
が
発
給
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
蜂
須
賀
家
文
書
に
伝
来
し

て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
現
在
残
る
一
七
通
の
内
書
は
、
豊
臣
秀
頼
が
発
給

し
た
内
書
の
す
べ
て
が
伝
来
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
蜂
須
賀
家
に

対
す
る
秀
頼
発
給
文
書
は
一
七
通
に
限
ら
な
か
っ
た
、
と
み
な
す
こ
と
が

可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
方
、
三
季
内
書
の
う
ち
、
端
午
は
帷
子
三
、
重
陽
・
歳
暮
は
各
呉
服

三
宛
で
固
定
化
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
は
平
均
的
な
国
持
大
名

か
ら
秀
頼
へ
の
進
物
の
額
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、
秀
吉
に
対

し
て
は
、
端
午
は
帷
子
・
生
絹
二
〜
五
、
重
陽
は
呉
服
一
〜
二
、
歳
暮
は

呉
服
・
小
袖
一
〜
三
が
送
ら
れ
て
い
る
の
で
（
『
三
鬼
目
録
』
）、
各
三
宛

と
い
う
の
は
決
し
て
少
な
い
数
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
至
鎮
は
慶
長
期
に

将
軍
徳
川
秀
忠
に
対
し
て
端
午
は
帷
子
五
、
重
陽
・
歳
暮
は
小
袖
五
を

送
っ
て
い
る
の
で
、
秀
頼
よ
り
も
秀
忠
に
対
し
て
進
物
を
多
く
送
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
、
三
季
内
書
に
関
し
て
は
、「
草
案
」
に
は
一
切
書
状
が
写
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
は
三
季
の
贈
答
儀
礼
が
ル
ー
テ
ィ
ン
化
し
て
い
た
た
め

に
、
あ
え
て
「
草
案
」
に
書
状
案
文
を
写
す
必
要
性
が
な
か
っ
た
た
め
と

考
え
て
お
く
。
こ
の
こ
と
は
、「
草
案
」
で
確
認
で
き
る
秀
頼
に
対
す
る
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贈
答
儀
礼
の
書
状
案
文
が
、
鷂
献
上
や
病
気
見
舞
い
な
ど
時
々
の
状
況
に

応
じ
て
発
給
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

　

な
お
、
蜂
須
賀
で
は
隠
居
し
た
家
政
（
蓬
庵
）
も
秀
頼
に
鷂
を
進
上
し

た
書
状
が
伝
来
し
て
い
る

）
15
（

。
家
政
は
慶
長
十
九
年
の
秀
吉
十
七
回
忌
に
あ

た
り
、
阿
波
国
勝
浦
郡
中
田
村
（
小
松
島
市
）
に
豊
国
神
社
を
建
立
す
る

な
ど
、
豊
臣
家
に
対
す
る
尊
崇
の
念
を
持
ち
続
け
て
い
た

）
16
（

。
徳
川
家
か
ら

本
妻
を
迎
え
、
関
ヶ
原
合
戦
で
は
家
康
方
に
参
陣
し
た
至
鎮
と
し
て
は
複

雑
な
思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
慶
長
期
の
蜂
須
賀
家
は
豊
臣
家
に
対
す
る

礼
節
を
保
ち
続
け
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

２
．
神
戸
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
所
蔵
中
川
家
文
書

〔
史
料
釈
文
〕　

一
三
〇　

五
月
三
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

　
　

為
端
午
祝
儀

　
　

単
物
二
到
来
令

　
　

祝
着
候
猶
片
桐
市
正

　
　

可
申
候
謹
言

　
　
　

五
月
三
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

中
川
修
理
大
夫
殿

一
三
一　

五
月
三
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

為
端
午
祝
儀

　
　

帷
子
二
内
単
物

　
　

到
来
令
祝
着
候

　
　

猶
片
桐
市
正
可

　
　

申
候
謹
言

　
　
　

五
月
三
日　

　
　
　
　
　

中
川
修
理
大
夫
と
の
へ

一
三
八　

十
二
月
二
十
三
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

　
　

為
歳
暮
祝
儀

　
　

呉
服
二
到
来

　
　

遠
路
喜
悦
候
猶

　
　

片
桐
市
正
可
申
候

　
　

謹
言

　
　
　

極
月
廿
三
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

中
川
内
膳
正
と
の
へ

一
三
九　

五
月
一
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

　
　

為
端
午
祝
儀

　
　

単
物
二
到
来
遠

　
　

路
令
祝
着
候

　
　

猶
片
桐
市
正
可
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申
候
謹
言

　
　
　

五
月
朔
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

中
川
内
膳
正
殿

一
四
一　

九
月
五
日
付
豊
臣
秀
頼
黒
印
内
書

　
　

為
重
陽
之
祝

　
　

儀
呉
服
壱
重

　
　

到
来
祝
着
候

　
　

猶
片
桐
主
膳
正

　
　

可
申
候
謹
言

　
　
　

九
月
五
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　

中
川
内
膳
正
殿

　

〔
解
説
〕

　

神
戸
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
所
蔵
中
川
家
文
書
に
は
、
豊
臣
秀
頼

発
給
黒
印
内
書
五
通
が
伝
来
す
る

）
17
（

。
史
料
集
と
し
て
は
神
戸
大
学
文
学
部

日
本
史
研
究
室
編
『
中
川
家
文
書
』（
臨
川
書
店
、
一
九
八
七
年
）
が
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
文
書
番
号
は
同
書
で
付
与
さ
れ
た
番
号
を
用
い
た
。

　

文
書
の
宛
所
は
、
中
川
修
理
大
夫
（
秀
成
）
宛
が
二
通
、
中
川
内
膳
正

（
久
盛
）
宛
が
三
通
の
計
五
通
で
あ
る
。
秀
成
は
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、
兄

秀
政
が
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
に
没
し
た
た
め
、
そ
の
遺
領
播
磨
三
木

城
を
継
ぐ
が
、
す
ぐ
に
豊
後
岡
六
万
六
千
石
に
移
さ
れ
た
。
翌
三
年
、
従

五
位
下
修
理
大
夫
に
叙
任
さ
れ
、
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
八
月
十
四

日
に
没
し
た
。
そ
の
後
を
継
ぐ
久
盛
は
、
慶
長
十
三
年
に
従
五
位
下
内
膳

正
に
叙
任
さ
れ
、
承
応
二
年
（
一
六
三
五
）
三
月
十
八
日
に
没
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
秀
成
宛
の
一
三
〇
号
、
一
三
一
号
文
書
は
慶
長
十
七
年
ま
で

の
発
給
で
あ
り
、
逆
に
久
盛
宛
の
一
三
八
号
、
一
三
九
号
、
一
四
一
号
文

書
は
慶
長
十
七
年
九
月
以
降
か
ら
同
十
九
年
九
月
頃
ま
で
の
発
給
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。

　

秀
頼
黒
印
内
書
の
う
ち
、
一
三
〇
号
文
書
は
「
豊
臣
家

徳
川
家

ヨ
リ
御
頂
戴　

秀
政
公
・
秀
成
公
御
内
書　

十
六
通
」
と
上
書
さ
れ
た
袋
、
一
三
一
号
文

書
は
「
豊
臣
家
ヨ
リ
秀
成
公
御
頂
戴　

御
内
書
拾
弐
通
」
と
上
書
さ
れ
た

袋
、
一
三
八
・
一
三
九
・
一
四
一
号
文
書
は
「
久
盛
公
御
頂
戴　

御
内
書　

十
九
通
」
と
上
書
さ
れ
た
袋
に
入
れ
ら
れ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
。
袋
に
記

さ
れ
た
点
数
と
入
れ
ら
れ
て
い
た
文
書
の
点
数
が
一
致
し
て
い
な
い
た

め
、
原
文
書
が
失
わ
れ
た
り
、
途
中
で
中
身
が
入
れ
替
え
ら
れ
た
り
し
た

可
能
性
も
あ
る
が
、
秀
頼
発
給
文
書
は
い
ず
れ
も
「
御
内
書
」
と
認
識
さ

れ
、
袋
に
入
れ
ら
れ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
点
は
確
認
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

内
容
は
、
端
午
が
三
通
、
重
陽
が
一
通
、
歳
暮
が
一
通
で
、
進
物
は
蜂

須
賀
家
よ
り
額
が
少
な
い
。
書
札
礼
も
蜂
須
賀
家
に
比
べ
る
と
薄
礼
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
秀
成
よ
り
久
盛
の
方
の
薄
礼
化
が
進
む
と
い
え
よ
う
。
と

く
に
一
四
一
号
文
書
は
進
物
が
呉
服
一
重
に
減
じ
て
い
る
。
中
川
久
盛
の

豊
臣
家
に
対
す
る
贈
答
儀
礼
の
薄
礼
化
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
へ
の
返
礼

状
で
丁
寧
語
の
「
令
」
を
欠
い
て
単
に
「
祝
着
候
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
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秀
頼
側
の
書
札
礼
の
薄
礼
化
に
み
え
な
く
も
な
い
が
、
蜂
須
賀
家
文
書
⑬

に
も
「
令
」
を
欠
く
文
書
が
あ
り
、
よ
り
多
く
の
事
例
と
あ
わ
せ
て
考
え

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
、
今
後
の
検
討
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。

 

（
以
下
、
次
号
に
続
く
）

注

（
１
） 

井
上
安
代
『
豊
臣
秀
頼
』（
自
家
版
、
一
九
九
二
年
）、
同
『
豊
臣
秀
頼
年
譜
補
遺
』

（
自
家
版
、
一
九
九
四
年
）。
福
田
千
鶴
「
豊
臣
秀
頼
研
究
序
説
」（
三
鬼
清
一
郎
編

『
織
豊
期
の
政
治
構
造
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
２
） 

朝
尾
直
弘
「
幕
藩
制
と
天
皇
」（
『
体
系
日
本
国
家
史
』
３
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
五
年
、
の
ち
に
『
将
軍
権
力
の
創
出
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
に
所
収
）。

（
３
） 

笠
谷
和
比
古
『
近
世
武
家
社
会
の
政
治
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）、

同
『
関
ヶ
原
合
戦
と
近
世
の
国
制
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
４
） 

藤
井
讓
治
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、

『
天
下
人
の
時
代
』
日
本
近
世
の
歴
史
１
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）、
同
『
天

皇
と
天
下
人
』
天
皇
の
歴
史
05
（
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。

（
５
） 

森
田
恭
二
『
悲
劇
の
ヒ
ー
ロ
ー　

豊
臣
秀
頼
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
６
） 

曽
根
勇
二
『
片
桐
且
元
』
人
物
叢
書
二
二
八
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
同

『
近
世
国
家
の
形
成
と
戦
争
体
制
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
『
秀
吉
・
家

康
政
権
の
政
治
経
済
構
造
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
『
大
坂
の
陣
と
豊

臣
秀
頼
』
敗
者
の
日
本
史
13
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）。
白
峯
旬
『
豊
臣
の

城
・
徳
川
の
城―

戦
争
・
政
治
と
城
郭
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
。

（
７
） 

秀
頼
衆
に
つ
い
て
は
、
福
田
千
鶴
『
江
戸
時
代
の
武
家
社
会―

公
儀
・
鷹
場
・
史

料
論―

』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
８
） 

三
鬼
清
一
郎
編
『
豊
臣
秀
吉
文
書
目
録
』（
名
古
屋
大
学
文
学
部
、
一
九
八
九
年
）、

同
編
『
豊
臣
秀
吉
文
書
目
録
（
補
遺
Ⅰ
）
』（
名
古
屋
大
学
文
学
部
、
一
九
九
六
年
）。

（
９
） 

有
光
友
學
編
『
戦
国
期　

印
章
・
印
判
状
の
研
究
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
10
） 

高
橋
修
「
近
世
に
於
け
る
御
内
書
に
つ
い
て
の
研
究
」（
『
古
文
書
学
研
究
』
43
、

一
九
九
六
年
）。

（
11
） 

筆
者
の
内
書
に
対
す
る
考
え
方
は
、
拙
論
「
「
御
内
書
」
の
史
料
学
的
研
究
の
試
み
」

（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
31
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
発
給
者
自

身
が
「
内
書
」
と
称
し
、
あ
る
い
は
保
管
者
が
「
内
書
」
と
記
し
た
事
例
な
ど
が

散
見
さ
れ
る
か
ら
、「
御
」
は
「
内
書
」
と
い
う
名
詞
に
付
け
ら
れ
た
敬
称
で
あ
り
、

学
問
上
は
特
別
な
理
由
が
な
い
限
り
敬
称
付
与
は
避
け
る
べ
き
と
考
え
る
。
た
だ

し
、
敬
称
を
付
け
た
名
称
の
使
用
が
避
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
、
御
内
書

と
い
う
史
料
用
語
の
使
用
を
全
く
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
の
意
図

は
、
御
内
書
を
古
文
書
学
的
名
称
と
し
て
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
奉
書
に
も
「
御
」

を
付
け
て
御
奉
書
と
す
べ
き
で
あ
り
、
奉
書
を
単
に
奉
書
と
し
て
名
称
付
与
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
御
内
書
も
「
御
」
を
外
し
て
内
書
と
し
、
奉
書
を
老
中
奉
書
と
し

て
名
称
付
与
す
る
の
で
あ
れ
ば
将
軍
内
書
な
ど
と
名
称
付
与
す
る
こ
と
で
、
名
称

付
与
に
お
け
る
法
則
性
を
明
確
に
す
る
必
要
を
提
起
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
学
問

的
な
体
系
性
を
視
野
に
入
れ
た
名
称
付
与
方
法
の
確
立
が
、
近
世
古
文
書
学
に
は

必
要
で
あ
る
。
な
お
、
拙
論
以
降
の
内
書
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
対
馬
宗
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家
を
分
析
し
た
東
昇
氏
の
研
究
（
「
対
馬
藩
の
御
内
書
・
老
中
奉
書
の
管
理
に
つ
い

て―

文
書
箱
と
「
年
寄
中
預
御
書
物
長
持
入
日
記
」―

」『
東
風
西
声
』
２
、二
〇
〇
六

年
、「
対
馬
藩
の
御
内
書
、
老
中
奉
書
の
選
別―

18
世
紀
後
期
に
お
け
る
文
書
管
理

の
転
換―
」『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
』
７
、
二
〇
〇
七
年
、「
対
馬
藩
の
文
書
管

理
の
変
遷―
御
内
書
、
老
中
奉
書
を
中
心
に―

」
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
藩
政

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
研
究
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
兼
平
賢
治
「
「
藩
主
御
内

書
」
の
基
礎
的
研
究―
盛
岡
藩
主
発
給
「
御
内
書
」
を
例
に―

」（
『
日
本
史
研
究
』

六
〇
五
、二
〇
一
三
年
）
を
あ
げ
て
お
く
。
と
く
に
兼
平
論
文
は
大
名
発
給
文
書
が

家
臣
に
「
御
内
書
」
と
し
て
受
給
さ
れ
、
書
札
礼
の
有
り
方
や
文
書
を
受
給
す
る

空
間
の
差
な
ど
が
家
格
形
成
に
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
12
） 

た
だ
し
、
前
掲
高
橋
修
論
文
で
は
、
蜂
須
賀
家
文
書
に
伝
来
す
る
内
書
を
総
合
的

に
分
析
す
る
な
か
で
、
豊
臣
秀
頼
発
給
黒
印
内
書
一
七
通
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て

い
る
。

（
13
） 

『
藩
世
界
と
公
儀―

九
州
地
方
を
中
心
に―

』（
二
〇
〇
五
年
〜
二
〇
〇
七

年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
B
研
究
成
果
報
告
書
、
課
題
番
号

１
７
３
２
０
１
０
５
、
研
究
代
表
者
深
谷
克
己
）
に
第
一
冊
か
ら
第
七
冊
ま
で

が
翻
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
草
案
」
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
三
宅
正
浩
「
蜂

須
賀
家
文
書
「
草
案
」
の
構
成
と
伝
来
」（
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
』
三
、二
〇
〇
五

年
）。

（
14
） 

逆
に
秀
頼
の
書
札
礼
が
薄
礼
か
ら
厚
礼
に
変
化
し
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
②
か
ら
⑰

の
文
書
は
慶
長
十
七
年
九
月
か
ら
同
十
九
年
九
月
頃
ま
で
の
約
二
年
間
に
発
給
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
間
に
端
午
内
書
四
通
、
重
陽
・
歳
暮
各
三
通
宛
を
発

給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
15
） 

『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録
』
一
五
九
、一
九
九
八
年
五
月
、
二
一
一
頁
。

（
16
） 

『
特
別
展
蜂
須
賀
三
代　

正
勝
・
家
政
・
至
鎮―

二
五
万
石
の
礎―

』（
徳
島
市
立

徳
島
城
博
物
館
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
17
） 

神
戸
大
学
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
利
用
し
て
、
写
真
を
入
手
し

た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
筆
者
は
二
〇
一
二
年
五
月

二
十
四
日
に
ア
ク
セ
ス
し
て
右
の
作
業
を
行
っ
た
が
、
現
在
は
公
開
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。

（
付
記
）

　

本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
５
３
７
０
８
１
３
の
助
成
を
受
け
た

も
の
で
す
。



〔 28 〕

福　田　千　鶴

表
１　

蜂
須
賀
家
文
書

日　

付

判

目
的

進　

物

行
数

悦　

び　

文　

言

奉　

者

書
止

宛　

名

殿

高
さ

横

縦

番
号

九
月
六
日

黒
印

重
陽

呉
服
三

五

嘉
例
之
儀
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｃ

四
五
五

六
二
七

②

九
月
六
日

黒
印

重
陽

呉
服
三

六

遠
路
懇
意
之
至
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｄ

四
六
〇

六
二
七

④

九
月
十
八
日

黒
印

鷹

鷂
二
居

四

別
而
自
愛
此
事
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｄ

四
六
八

六
六
六

⑥

四
月
廿
八
日

黒
印

端
午

帷
子
三

四

令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｄ

四
六
七

六
六
五

⑪

十
二
月
十
一
日

黒
印

歳
暮

呉
服
三

四

令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｄ

四
五
八

六
二
〇

⑭

十
二
月
廿
六
日

黒
印

歳
暮

呉
服
三

四

令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｄ

四
六
八

六
六
二

⑮

九
月
廿
五
日

黒
印

鷹

初
鷹
二
居

六

珍
敷
自
愛
此
事
候

片
桐
主
膳
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｄ

四
六
〇

六
二
六

⑦

三
月
十
四
日

黒
印

改
年

太
刀
一
腰
馬
代
黄
金
十

両
・
蝋
燭
五
百

六

令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｅ

四
六
三

六
五
四

⑰

五
月
二
日

黒
印

端
午

帷
子
三

四

令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｅ

四
六
五

六
五
九

⑨

五
月
三
日

黒
印

端
午

帷
子
三

五

如
嘉
例
到
来
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｅ

四
六
〇

六
六
二

⑩

九
月
六
日

黒
印

重
陽

呉
服
三

五

遠
路
令
祝
着
候

片
桐
主
膳
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｅ

四
五
六

六
一
八

③

九
月
十
一
日

黒
印

鷹

初
鷂
二
居
・
塩
鮎
千

六

別
而
自
愛
此
事
候
・
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｅ

四
五
六

六
二
二

⑤

十
二
月
十
九
日

黒
印

歳
暮

呉
服
三

五

祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｅ

四
六
三

六
五
四

⑬

二
月
一
日

黒
印

鷹

鶴

五

一
入
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅰ

ｇ

四
七
二

六
五
七

⑯

九
月
四
日

黒
印

鷹

鷂
二
居

五

遥
々
懇
志
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅲ

ｅ

四
六
〇

六
二
六

⑧

四
月
廿
五
日

黒
印

端
午

帷
子
一
単
物
二

五

令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅲ

ｅ

四
六
七

六
五
八

⑫

五
月
十
日

黒
印

見
廻

使
者
幷
鮎
之
酢
五
桶

四

令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言

蜂
須
賀
阿
波
守

Ⅳ

ｅ

四
六
八

六
六
三

①

（
注
１
）
配
列
は
殿
Ⅰ
↓
Ⅳ
、
高
さ
ａ
↓
ｄ
、
日
付
の
順
で
並
べ
た
。　

（
注
２
）
横
・
縦
の
寸
法
は
㎜
。

表
２　

中
川
家
文
書

日　

付

判

目
的

進　

物

行
数

悦　

び　

文　

言

奉　

者

書
止

宛　

名

殿

高
さ

横

縦

番
号

五
月
三
日

黒
印

端
午

単
物
二

四

令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言
中
川
修
理
大
夫

Ⅱ

ｅ

四
六
二

六
五
七
一
三
〇

五
月
三
日

黒
印

端
午

帷
子
二

五

令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言
中
川
修
理
大
夫

Ⅳ

ｅ

四
六
七

六
六
六
一
三
一

十
二
月
廿
三
日

黒
印

歳
暮

呉
服
二

五

遠
路
喜
悦
候

片
桐
市
正

謹
言
中
川
内
膳
正

Ⅳ

ｅ

四
五
七

六
三
〇
一
三
八

五
月
一
日

黒
印

端
午

単
物
二

五

遠
路
令
祝
着
候

片
桐
市
正

謹
言
中
川
内
膳
正

Ⅳ

ｅ

四
六
一

六
六
〇
一
三
九

九
月
五
日

黒
印

重
陽

呉
服
一

五

祝
着
候

片
桐
主
膳
正

謹
言
中
川
内
膳
正

Ⅳ

ｅ

四
六
五

六
六
一
一
四
一

（
注
１
）
配
列
は
番
号
順
。（
注
２
）
横
・
縦
の
寸
法
は
㎜
。『
中
川
家
文
書
』
の
採
寸
に
依
拠
し
た
。


